
・開発道路内で土被り60cm以下の箇所は管保護を行う。

・開発協議の対象は最終桝から一次放流先までとする。

・宅内排水管の勾配は原則1％以上とする。

・雨水桝は泥溜を15cm以上確保すること。

・宅内排水管の土被りは20cm以上確保すること。

・管が交差する場合、クリアランスを最低10cmは確保する。

・街渠桝のグレーチングの耐荷重は、6m未満道路でT-14とする。

・汚水については合併浄化槽にて処理する。

・最終桝(φ350)については、深度 900mmまでとする。

・浄化槽処理水は宅内最終桝を経由して放流する。

・本管上での取付管間隔は、1.00m以上とする。

・拡幅用地①②③は、砕石敷きとする。

・構造物がない開発区域界は境界標識等で明示する。
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 開発区域

凡　　例

 仕切弁

 開発道路中心線

 街渠桝（取付管 VUφ150）(1.0％以上)

 排水管

 最終桝 φ350（取付管 VUφ150）

 給水管

 ドレンバルブ (φ25)

 量水器（給水管φ20HIVP）

予定建物
1戸建ての住宅

3号地

FH=27.80

255.73㎡

2号地

FH=27.80

213.52㎡

1号地

FH=27.80

206.90㎡

5号地

FH=27.90

197.42㎡

6号地

FH=27.90

201.64㎡

7号地

FH=27.90

231.27㎡

予定建物
1戸建ての住宅

予定建物
1戸建ての住宅

予定建物
1戸建ての住宅

予定建物
1戸建ての住宅

予定建物
1戸建ての住宅
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拡幅用地①
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拡幅用地②
0.63㎡

拡幅用地③
0.01㎡

開発道路

172.10㎡

開発道路

171.52㎡

重力式擁壁① L=24.08m FH=27.90

重力式擁壁② L=20.61m FH=28.00

境界コンクリート② L=16.45m FH=27.90

境界コンクリート② L=17.28m FH=27.90

境界コンクリート③ L=15.50m FH=28.00

境界コンクリート③ L=15.50m FH=28.00
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境界コンクリート⑤
L=5.00m FH=27.92
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重力式擁壁③ L=12.79m FH=27.90

重力式擁壁④ L=11.33m FH=28.00

市道 大満東南原線(E0001)
建築基準法第42条第1項1号
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自由勾配側溝(横断用) W300L=10.00m i=0.40％

自由勾配側溝(横断用) W300L=10.00m i=0.40％
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No.2

No.3

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

水路

建築基準法外道路

1533-1

1536-1

1531-2

1531-1

No.1
管底 26.803
水路底 26.703
常時水位 0.05

No.4
管底 26.909
水路底 26.809
常時水位 0.05

5.00m

5.00m

(標準断面図位置)

(標準断面図位置)

1534-3

1532-6

1532-8

1534-2

1532-5

1531-4

1534-4

1532-7

既設電柱（控え）

土 地 の 所 在 土 地 利 用 計 画 図
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高松市三谷町字西三谷下
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＜号地が違うので気を付ける事＞



・開発道路内で土被り60cm以下の箇所は管保護を行う。

・開発協議の対象は最終桝から一次放流先までとする。

・宅内排水管の勾配は原則1％以上とする。

・雨水桝は泥溜を15cm以上確保すること。

・宅内排水管の土被りは20cm以上確保すること。

・管が交差する場合、クリアランスを最低10cmは確保する。

・街渠桝のグレーチングの耐荷重は、6m未満道路でT-14とする。

・汚水については合併浄化槽にて処理する。

・最終桝(φ350)については、深度 900mmまでとする。

・浄化槽処理水は宅内最終桝を経由して放流する。

・本管上での取付管間隔は、1.00m以上とする。

・その他・拡幅用地①②は、砕石敷きとする。

・構造物がない開発区域界は境界標識等で明示する。
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 開発区域

凡　　例

 仕切弁

 開発道路中心線

 街渠桝（取付管 VUφ150）(1.0％以上)

 排水管

 最終桝 φ350（取付管 VUφ150）

 給水管

 ドレンバルブ (φ25)

 量水器（給水管φ20HIVP）
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予定建物①
1戸建ての住宅

予定建物①
1戸建ての住宅

予定建物①
1戸建ての住宅

予定建物②
1戸建ての住宅

予定建物②
1戸建ての住宅

予定建物②
1戸建ての住宅

3号地

FH=28.00

202.24㎡

2号地

FH=28.00

201.64㎡

1号地

FH=28.00

186.11㎡

5号地
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173.04㎡

6号地
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179.79㎡

7号地
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194.41㎡

開発道路

183.05㎡

配水管 D100

境界コンクリート① L=15.50m FH=28.10

境界コンクリート① L=15.50m FH=28.10

境界コンクリート① L=15.06m FH=28.10
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水路

1533-1

1536-1

1534-1

1532-1

1532-2

1531-2

1531-1市道 大満東南原線(E0001)
建築基準法第42条第1項1号
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付替え農道・水路
66.53㎡

その他
6.83㎡

拡幅用地①
0.14㎡

拡幅用地②
4.54㎡

No.1
管底 26.895
水路底 26.995
常時水位 0.05
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U型側溝設置
W240 L=1.20m

道路余幅部分

既設給水管
Hi16 閉栓撤去

安全施設設置

(分離帯標識)
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高松市三谷町字西三谷下
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